
R8年度

島根県 一畑バス（株） (1) 万原 6,359.0

(2) 恵曇 5,603.5

(3) 玉造 2,183.5

(4) 須佐 0.0

(5) 大社 971.0

(6) 大社 399.5

（小計） 15,516.0

石見交通（株） (1) 広益 9,356.5

(2) 新広益 637.0

(3) 小浜江崎 2,513.5

(4) 津和野 5,157.5

(5) 浜田益田 5,308.0

(6) 弥栄 2,086.0

(7) 周布江津 9,413.0

(8) 江津川本 3,653.5 1

(8-2) 江津川本 816.0

(9) 大田江津 4,718.5

（小計） 43,659.0

59,175.0

（注）

１．本表に記載する運行予定系統を示した地図（運行予定系統が熊本地震被災市町村における応急仮設住宅の１キロメートル以内を経由することを図示したものを含む）を添付すること。

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統）

合　　　　　計

２．「特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当
する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

３．補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとす
る。　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当り経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．旅客運賃の上限変更認可状況

４．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

オ÷チ＝ク ル÷チ
（チー（リ＋ヌ＋
ル））÷チ＝ヲ
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復 108.2km 107.9km 復 .km .km 復 .km .km 復 .km .km 復 .km .km

経常収益 実車走行キロ
補助対象系統の　　
実車走行キロ　　

当たり経常収益
経常収益 実車走行キロ

補助対象系統の　　
実車走行キロ　　

当たり経常収益
経常収益 実車走行キロ

補助対象系統の
実車走行キロ　　

当たり経常収益

ヤ” マ” ヤ”÷マ”＝ｄ ヤ’ マ’ ヤ’÷マ’＝ｅ ヤ マ ヤ÷マ＝ｆ
ノ×ワ以上の額：

ヨ

1 56,178,560円 249,805.0km 224円.88銭 58,476,941円 246,686.8km 237円.04銭 61,797,192円 227,352.8km 271円.81銭 55,555,665円

2 64,694,690円 281,808.6km 229円.56銭 67,952,662円 278,924.5km 243円.62銭 67,927,714円 259,294.9km 261円.97銭 54,699,693円

3 48,042,510円 197,686.2km 243円.02銭 54,567,367円 194,807.4km 280円.10銭 51,285,387円 177,264.1km 289円.31銭 44,588,162円

4 9,699,013円 108,597.6km 89円.31銭 10,671,199円 108,616.7km 98円.24銭 4,215,341円 110,148.0km 38円.26銭 8,712,336円

5 12,072,187円 64,567.6km 186円.96銭 18,734,728円 64,478.0km 290円.56銭 16,498,619円 53,085.6km 310円.79銭 13,508,059円

6 11,953,678円 60,907.6km 196円.25銭 18,619,814円 60,863.7km 305円.92銭 22,018,407円 61,355.8km 358円.86銭 16,928,136円

202,640,638円 963,372.6km 229,022,711円 954,377.1km 223,742,660円 888,501.2km 193,992,051円

ニ×ワ－ヨ＝ム ム－ラ＝ウ

1 38,543,915円 32,184,915円

2 37,768,570円 32,165,070円

3 23,617,023円 21,433,523円

4 39,236,190円 39,236,190円

5 7,787,042円 6,816,042円

6 7,504,743円 7,105,243円

154,457,483円 138,940,983円

1

2

3

4

5

6

事業者名 一畑バス株式会社 R8年度

　乗　　　合　　　バ　　　　ス　　　　事　　　　業　　　　　　　

営業収益 478,364千円 営業外収益 8,742千円 経常収益(イ) 487,106千円

営業費用 783,159千円 営業外費用 4,221千円 経常費用(ロ) 787,380千円

営業損益 -304,795千円 営業外損益 4,521千円 経常損益 -300,274千円

経常収支率 61.86%

　乗　　　合　　　バ　　　　ス　　　　事　　　　業　　　　　　　

営業収益 475,376千円 営業外収益 37,037千円 経常収益(イ’) 512,413千円

営業費用 798,826千円 営業外費用 1,324千円 経常費用(ロ’) 800,150千円

営業損益 -323,450千円 営業外損益 35,713千円 経常損益 -287,737千円

経常収支率 64.03%

　乗　　　合　　　バ　　　　ス　　　　事　　　　業　　　　　　　

営業収益 396,431千円 営業外収益 22,669千円 経常収益(イ”) 419,100千円

営業費用 822,721千円 営業外費用 1,422千円 経常費用(ロ”) 824,143千円

営業損益 -426,290千円 営業外損益 21,247千円 経常損益 -405,043千円

経常収支率 50.85%

ロ”÷ハ”＝a ロ’÷ハ’＝b ロ÷ハ＝c

山陰 408円.81銭 403円.24銭 430円.70銭

(a＋b＋ｃ)/3＝ニ ホ ヘ 二－へ＝ケ イ÷ハ＝ト

山陰 414円.25銭 300円.56銭 300円.56銭 113円.69銭 266円.44銭

フ コ

山陰 令和　　　年　　　　月　　　　日 基準期間の　　　　　年度 ／３ ％

令和　　　年　　　　月　　　　日 基準期間の　　　　　年度 ／３ ％

令和　　　年　　　　月　　　　日 基準期間の　　　　　年度 ／３ ％

運行系統

①＝カッコ内 ② ①×②＝③ チ オ リ ヌ ル

6,037.5回

(16.5)

7,295.5回

(19.9)

5,745.5回

(15.7)

2,303.0回

(6.3)

1,444.0回

(3.9)

1,745.0回

(4.7)

補助対象系統のキロ当たり経常収益

補助金交付要綱別表２（注）４.の適用がある場合 3ヵ年平均 基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間

基準期間におけ
る実車走行キロ
当たり経常収益
の運賃改定によ

る増収分

経常収益控除額
ケとgのいずれか

少ない額

補助金交付要綱　
別表２（注）４.の　
適用後のキロ当
たり経常収益

(チ－(リ＋ヌ))÷
チ＝ヲ’

ワ
ヘ×ワ以下　　　　　

の額：カ
ノ'とノ"のいずれ
か少ない額：ノ

f×コ÷（1+コ）       
×フ=g

h ノ'－h=ノ" (ｄ＋ｅ＋ｆ)/3＝ノ

227,156.5km 68,274,157円 244円.57銭

223,218.5km 67,090,552円 245円.05銭

164,647.4km 49,486,422円 270円.81銭

115,747.8km 34,789,158円 75円.27銭

51,406.4km 15,450,707円 262円.77銭

58,981.0km 17,727,329円 287円.01銭

合計 841,157.6km 252,818,325円

カ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’
ツ×みなし運行回
数／①計画運行回

数＝ネ
ナ ナ×1/2＝ラ

12,718,492円 30,723,370円 12,718,492円 12,718,492円 12,718千円 6,359.0千円

12,390,859円 30,190,748円 12,390,859円 12,390,859円 11,207,812円 11,207千円 5,603.5千円

4,898,260円 22,268,889円 4,898,260円 4,898,260円 4,367,875円 4,367千円 2,183.5千円

26,076,822円 15,655,121円 15,655,121円 15,655,121円 円 千円 .0千円

1,942,648円 6,952,818円 1,942,648円 1,942,648円 1,942千円 971.0千円

799,193円 7,977,298円 799,193円 799,193円 799千円 399.5千円

合計 58,826,274円 113,768,244円 48,404,573円 48,404,573円 15,575,687円 31,033千円 15,516千円

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

合計

(1) 記載要領

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。

 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 6.「認可を受けた補助対象期間」の欄は、認可を受けた日付について、基準期間の「当年度」、「前年度」又は「前々年度」のいずれに該当するかを記載すること。

 7.「補助金交付要綱別表２（注）４．の適用割合」欄は、「認可を受けた補助対象期間」が基準期間の「当年度」の場合は「３／３」、「前年度」の場合は「２／３」、「前々年度」の場合は「１／３」をそれぞれ記載すること。

 8.「改定率」欄は、認可を受けた旅客運賃の上限変更の平均改定率を小数点第２位（第３位以下切り捨て）にて記載すること。

 7.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 8.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 9.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

10.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各
申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

12.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分のキロ程（リ）－同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載すること。

13.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

14.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

15.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

16.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

17.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の金額から左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を控除して得た金額に（ク）の比率を乗じて得た金額を加えた金額を記載する。さら
に、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。
18.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０に相当する額と都道府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額を記載すること。
　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。
19.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

20.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

21.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。
　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

(2) 添付書類
 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。
 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

 4．旅客運賃の上限変更認可を受け、補助金交付要綱別表２（注）４．の適用を受けることとなる場合は、当該認可書の写し

補助対象期間の　　　　　　　　　　　

前々年度（基準期間※）の　　　　　　　
損益状況

補助対象期間の　　　　　　　　　　　
前々年度の　　　　　　　　　　　　    

実車走行キロ (ハ)
1,828,139.4km

基準期間の前年度の　　　　　　    
損益状況

基準期間の前年度の　　　　        
実車走行キロ (ハ’)

1,984,270.9km

基準期間の前々年度の　　　　　　　
損益状況

基準期間の前々年度の             
実車走行キロ (ハ”)

2,015,907.4km

補助ブロック名

補助対象事業者の　　　　　　　　　　　　　　
実車走行キロ当たり経常費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（基準期間の前々年度）

補助対象事業者の　　　　　　　　　　　　　　
実車走行キロ当たり経常費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（基準期間の前年度）

補助対象事業者の　　　　　　　　　　　　　　
実車走行キロ当たり経常費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（基準期間）

補助ブロック名

補助対象事業者の実車　　　　　　
走行キロ当たり経常費用

地域キロ当たり　　　　　　　　　　　
標準経常費用　　　　　　　　　　　　　　　　　

キロ当たり経常費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ニとホのいずれか少ない額

キロ当たり経常費用の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
差

キロ当たり経常収益

補助ブロック名 認可日
認可を受けた補助対象　　　　　　　

期間

補助金交付要
綱　　　　　　　　

別表２（注）４.の　　　
適用割合

改定率

補助ブ
ロック名

申請　　
番号

特
例
措
置

運行
系統名

計画　　　　　　　　
運行日数

計画　　　　　　　　
運行回数　　　　　　　　　　　　

（　）

計画　　　　　　　　　
平均乗車密度

計画　　　　　　　　
輸送量

系統キロ程
地域公共交通再編事業を　　　　　　　

実施する区域におけるキロ程

系統キロ程と地
域公共交通再編
事業を実施する
区域におけるキ
ロ程との比率

補助ブロック外　　　　　　　　　　　　　　
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック　　　　　　　　　　　　　　
都道府県外乗入部分のキロ程

他路線との競合部分に係るキロ程
他路線との　　　　　　　　

競合率

補助ブロック外乗
入部分、同一補
助ブロック都道府
県外乗入部分及
び他路線との競
合部分以外のキ
ロ程の比率

起点
主な

経由地
終点

1 万原 一畑バス本社 松江駅 美保関ターミナル 365日 5.0 82.5人 100.%

2 恵曇 一畑バス本社 松江駅 恵曇 365日 4.7 93.5人 100.%

3 玉造 松江しんじ湖温泉
松江駅　　　　　

玉造病院
玉造温泉 365日 4.6 72.2人 100.%

4 須佐 上塩冶車庫 島大病院 出雲須佐 365日 0.6 3.7人 100.%

5 大社 上塩冶車庫
ゆめタウン中央

病院南原
出雲大社　　　　　　

バスターミナル
365日 6.7 26.1人 100.%

6 大社 上塩冶車庫
ゆめタウン中央
病院ワイナリー

出雲大社　　　　　　
バスターミナル

365日 7.1 33.3人 100.%

合計 6系統

補助ブ
ロック名

申請
番号

特
例
措
置

補助ブロック外乗
入部分及び同一
補助ブロック都道
府県外乗入部分
以外のキロ程の

比率

計画　　　　　　　　　　　　　　　
実車走行キロ

補助対象
経常費用　　　　　　　　　　　　　　　
の見込額

補助対象経常　　
収益の見込額

山陰

補助ブ
ロック名

申請
番号

特
例
措
置

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

補助対象経費
の限度額

タ又はレのうち　　
いずれか少ない　　

ほうの額

ソのうち補助ブ
ロック外乗入部
分、同一補助ブ
ロック都道府県
外乗入部分及び
他路線との競合
部分以外に係る

ソのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック都道府県
外乗入部分以外

に係るもの

計画平均　　　　　
乗車密度が

5人未満の路線
補助対象経費 計画額

経常費用から　　　　　
経常収益を　　　　　
控除した額

損失額から　　　　
国庫補助額を　　　　
控除した額

山陰

補助ブ
ロック名

申請
番号

特
例
措
置

「その他の者」の
具体的概要

山陰

山陰



運行回数・走行キロ算定表（令和８年補助年度）
№１

系統 計画 期中 期中平均 仮実車

番号 平日 土曜 日曜 祝日 平日 土曜 日曜 祝日 計 運行回数 11/22(土) 11/23(日) 11/24(月) 11/29(土) 11/30(日) 12/6(土) 12/30(火) 12/31(水) 1/1(祝) 1/2(金) 1/3(土) 1/4(日) 1/10(土) 1/11(日) 1/12(月) 5/3(日) 5/4(月) 5/5(火) 8/13(木) 8/14(金) 8/15(土) 運行回数 運行回数 走行キロ

往路 8.0 3.5 3.5 3.5 1,186.0 △ 4.5 △ 4.5 △ 2.0 △ 6.5 △ 2.0 1,166.5 18.7

復路 7.5 4.0 4.0 4.0 1,155.0 △ 3.5 △ 3.5 △ 1.5 △ 5.0 △ 1.5 1,140.0 18.7

往路 9.5 6.5 6.5 6.5 1,555.5 △ 3.0 △ 3.0 1,549.5 18.9

復路 9.0 6.5 6.5 6.5 1,494.5 △ 2.5 △ 2.5 1,489.5 18.9

244 52 50 19 365 5,391.0 5,345.5 14.6 201,137.3

往路 2.0 2.0 2.0 2.0 364.0 △ 0.5 △ 0.5 △ 0.5 362.5 18.8

復路 2.0 1.5 1.5 1.5 334.0 △ 0.5 △ 0.5 △ 1.0 △ 1.5 △ 1.0 329.5 18.8

往路 0.0 0.0 18.8

復路 0.0 0.0 18.8

244 52 50 19 365 698.0 692.0 1.8 26,019.2

365 6,089.0 6,037.5 16.5 227,156.5

往路 12.0 6.5 6.5 6.5 1,854.0 △ 5.5 △ 5.5 △ 3.0 △ 8.5 △ 3.0 1,828.5 15.5

復路 12.5 6.5 6.5 6.5 1,915.0 △ 6.0 △ 6.0 △ 3.0 △ 9.0 △ 3.0 1,888.0 15.1

往路 11.5 6.5 6.5 6.5 1,799.5 △ 5.0 △ 5.0 1,789.5 15.5

復路 11.5 6.5 6.5 6.5 1,799.5 △ 5.0 △ 5.0 1,789.5 15.1

244 52 50 19 365 7,368.0 7,295.5 19.9 223,218.5

往路 0.0 0.0 13.9

復路 2.5 2.0 2.0 2.0 425.0 △ 0.5 △ 0.5 △ 0.5 △ 1.0 △ 0.5 422.0 16.7

往路 0.0 0.0 13.9

復路 2.0 1.5 1.5 1.5 335.5 △ 0.5 △ 0.5 334.5 16.7

244 52 50 19 365 760.5 756.5 2.0 25,267.1

往路 2.5 1.0 1.0 1.0 365.0 △ 1.5 △ 1.5 △ 0.5 △ 2.0 △ 0.5 359.0 13.3

復路 1.5 0.5 0.5 0.5 213.0 △ 1.0 △ 1.0 △ 0.5 △ 1.5 △ 0.5 208.5 13.8

往路 2.5 1.0 1.0 1.0 366.0 △ 1.5 △ 1.5 363.0 13.3

復路 1.5 0.5 0.5 0.5 213.5 △ 1.0 △ 1.0 211.5 13.8

244 52 50 19 365 1,157.5 1,142.0 3.1 30,797.2

往路 6.5 6.0 6.0 6.0 1,153.0 △ 0.5 △ 0.5 △ 2.5 △ 3.0 △ 2.5 1,144.0 13.9

復路 4.5 4.5 4.5 4.5 819.0 △ 2.0 △ 2.0 △ 2.0 813.0 14.4

往路 6.0 5.5 5.5 5.5 1,067.5 △ 0.5 △ 0.5 1,066.5 13.9

復路 4.5 4.5 4.5 4.5 823.5 823.5 14.4

244 52 50 19 365 3,863.0 3,847.0 10.5 108,583.1

365 5,781.0 5,745.5 15.7 164,647.4

運行回数 日数 令和7年11月、12月計画増減運行回数 年末年始計画増減運行回数 令和8年1月計画増減運行回数 GW期計画増減運行回数 盆期計画増減運行回数

15-1 計

15-3 計

15-1、15-3　合計

20-5 計

28-9 計

28-10 計

28-11 計

28-9、28-10、28-11 合計

路線名 運行期間 キロ程

万原 15-1

R7.10.1～R8.3.31 122 26 25 9 182 86,263.1

R8. 4.1～R8.9.30 122 26 25 10 183 114,874.2

万原　　　　　　
（本庄道の駅）

15-3

R7.10.1～R8.3.31 122 26 25 9 182 26,019.2

R8. 4.1～R8.9.30 122 26 25 10 183 0.0

恵曇　　　　　　
（井出の内）

20-5

R7.10.1～R8.3.31 122 26 25 9 182 113,701.1

R8. 4.1～R8.9.30 122 26 25 10 183 109,517.4

玉造（温泉街１
周半)　　　　　

(病院経由）
28-9

R7.10.1～R8.3.31 122 26 25 9 182 14,094.8

R8. 4.1～R8.9.30 122 26 25 10 183 11,172.3

玉造（温泉街経
由せず)

28-10

R7.10.1～R8.3.31 122 26 25 9 182 15,304.0

R8. 4.1～R8.9.30 122 26 25 10 183 15,493.2

玉造（温泉街経
由せず)　　　　　　　

(病院経由）
28-11

R7.10.1～R8.3.31 122 26 25 9 182 55,217.6

R8. 4.1～R8.9.30 122 26 25 10 183 53,365.5


